
 
 

 

 

 

総務課 

 

区長報告第１号 

専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

１ 事故の概要 

（１）日   時  令和３年１０月２５日（月） 午前１０時１５分頃 

（２）場   所  港区麻布十番二丁目４番先 

（３）内   容   

本件は、港区麻布十番二丁目４番先の特別区道第１，０３７号線道路上において、

区の清掃車（軽小型貨物車）が収集作業を終えて、発進するため、前方に停車して

いた車両と距離を取ろうと後進した際、後方の特別区道第９８６号線から特別区道

第１，０３７号線に進入し、左折しようとした普通貨物自動車（軽自動車）に衝突

したことによる物損事故です。 

（４）損害の状況 

相手方は、運転手にけがはありませんでしたが、車両の左側面のスライドドア等

を損傷しました。 

区は、運転及び同乗していた職員にけがはなく、車両にも損傷はありませんでし

た。 

（５）責任の割合  港区：１００％  相手方：０％ 

２ 専決処分日 

  令和４年１月２１日 

３ 損害賠償額 

 ２３２，８４８円 

令和４年２月２１日 資料№３ 
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特別区道第１，０３７号線

〇国土地理院地図（http://maps.gsi.go.jp）での事故発生場所付近イメージ
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相手方：普通貨物自動車（軽自動車）の状況 

車体左側面を損傷（枠内が損傷部分） 

 

 

区：清掃車の状況 

損傷なし（枠内が接触部分） 
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